
 

大阪市療育手帳交付規則の一部を改正する規則 

 

大阪市療育手帳交付規則（平成23年大阪市規則第106号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。   

改正後 改正前 

（交付の申請） 

第４条 [略] 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条第２項

第１号の規定の適用を受ける者について

は、その者が入所又は入院をしている施設

又は指定発達支援医療機関（児童福祉法第

７条第２項に規定する指定発達支援医療機

関をいう。）の長が交付の申請をすることが

できる。 

[３ 略] 

（交付の申請） 

第４条 [同左] 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条第２項

第１号の規定の適用を受ける者について

は、その者が入所又は入院をしている施設

又は指定発達支援医療機関（児童福祉法第

６条の２の２第３項に規定する指定発達支

援医療機関をいう。）の長が交付の申請をす

ることができる。 

[３ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


